
庄内町告示第１５号 

 

庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付要綱を次のように定める。 

 

  令和３年２月１７日 

 

庄内町長 原 田 眞 樹   

 

庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第1条 この要綱は、町内の養豚場における豚熱の発生防止対策及び豚熱ワクチンの接種

に係る養豚事業者の費用負担の軽減を図るため、予防的豚熱予防注射接種助成事業実施

要領（令和2年9月30日庄内地区家畜畜産物衛生指導協会制定。以下「協会実施要領」と

いう。）に基づき町内に養豚場を有する養豚事業者（以下「養豚事業者」という。）が豚

熱ワクチンの接種を実施した場合に、その接種に要する経費の一部を助成する庄内地区

家畜畜産物衛生指導協会（以下「協会」という。）に対し、予算の範囲内で補助金を交付

することについて、庄内町補助金等の適正化に関する規則（平成17年庄内町規則第52号。

以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の交付） 

第2条 町長は、協会が令和2年12月1日から令和5年3月31日までの期間において養豚事業

者から協会実施要領に基づく予防的豚熱予防注射接種助成事業に係る助成金の交付の

申請を受けた場合に、協会に補助金を交付するものとする。 

 （補助対象事業） 

第3条 補助金の交付の対象となる事業（第6条において「補助対象事業」という。）は、協

会実施要領に基づき協会が実施する予防的豚熱予防注射接種助成事業とする。 

 （補助金の額） 

第4条 補助金の額は、養豚事業者が豚熱ワクチンを接種した町内の養豚場で飼養する豚

の頭数に、次の各号に掲げる豚熱ワクチンを接種した期間に応じ当該各号に掲げる額を

乗じて得た額とする。 

 (1) 令和2年12月1日から令和3年3月31日まで 45円 

 (2) 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 30円 

 (3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで 15円 

 （交付申請） 

第5条 規則第4条に規定する交付申請書は、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金

交付申請書（様式第1号）によるものとし、協会の会長は、町長が別に定める日までに提

出しなければならない。 

（交付の条件） 

第6条 規則第6条第1項第1号イ及びロに規定する別に定める軽微な変更は、補助金の増又

は補助金の10分の3以上の減を伴う変更以外の変更とする。 

2 規則第6条第1項第1号イ又はロの規定により補助対象事業の内容又は補助対象事業に要



する経費の配分を変更しようとするときは、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業変更

承認申請書（様式第2号）を町長に提出しなければならない。 

（交付決定の通知） 

第7条 規則第7条に規定する補助金の交付の決定の通知は、庄内町豚熱ワクチン接種緊急

支援事業補助金交付決定通知書（様式第3号）により行うものとする。 

 （実績報告） 

第8条 規則第13条の規定による実績報告は、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業実績

報告書（様式第4号）によるものとし、同条に規定する別に定める書類は、次のとおりと

し、規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定をした日の属する年度の3月31日

までに町長に報告しなければならない。 

 (1) 庄内家畜保健衛生所長が協会の会長に発行する町が補助金の交付を決定した日の

属する年度における豚熱ワクチンの接種頭数を証する書類の写し 

 (2) 町が補助金の交付を決定した日の属する年度に豚熱ワクチン接種を実施した養豚

事業者が、当該接種経費について助成金の交付を受けるために協会に提出した予防的

豚熱予防注射接種助成事業助成金交付申請書の写し 

 (3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

 （概算払） 

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の概算払をすることができる。 

2 規則第5条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた協会は、前項の規定により

概算払を受けようとするときは、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金概算払請

求書（様式第5号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第10条 規則第14条に規定する補助金の額の確定通知は、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支

援事業補助金交付額確定通知書（様式第6号）により行うものとする。 

 （助成金の支払） 

第11条 協会は、町から補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付の決定を受けた

日の属する年度の翌年度の5月31日までに養豚事業者に予防的豚熱予防注射接種助成事

業に係る助成金を交付しなければならない。 

 （交付決定の取消し） 

第12条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、規則第16条の規

定により当該交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 規則又はこの要綱の規定に違反したとき。 

 （その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日） 

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和2年12月1日から適用する。 

 （この要綱の失効） 



2 この要綱は、令和5年5月31日にその効力を失う。 

 



様式第1号（第5条関係） 

年  月  日  

 

庄内町長         宛 

 

申請者 住 所 

名 称 

代表者氏名         ㊞  

電 話 

 

庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付申請書 

 

 庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金を下記のとおり交付されるよう、庄内町補

助金等の適正化に関する規則第4条の規定により申請します。 

 

記 

                                         

養豚事業者の 

氏名又は名称 

及び代表者氏名 

農 場 の 

所 在 地 
接 種 期 間 接 種 頭 数 補助金の額 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

合  計   頭 円 

 

  



様式第2号（第6条関係） 

年  月  日  

 

庄内町長         宛 

 

申請者 住 所 

名 称 

代表者氏名         ㊞  

電 話 

 

庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業変更承認申請書 

 

     年  月  日付け第  号をもって交付の決定の通知があった庄内町豚熱ワ

クチン接種緊急支援事業について、下記のとおり変更したいので、庄内町補助金等の適正

化に関する規則第6条第1項第1号の規定により申請します。 

 

記 

 

1 補助金の名称  庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金 

2 変更予定年月日 

3 変 更 の 理 由 

 

4 変 更 の 内 容 

養豚事業者の 

氏名又は名称 

及び代表者氏名 

農 場 の 

所 在 地 
接 種 期 間 接 種 頭 数 補助金の額 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

合  計   頭 円 

(注) 変更前と変更後の事業内容及び経費の配分とを容易に比較対照できるように変

更部分を二段書とし、変更前を括弧書で上段に記載すること。 

5 交 付 決 定 額             円 

6 変更後の交付申請額           円 

 

  



様式第3号（第7条関係） 

第     号 

年  月  日  

 

         様 

 

庄内町長         印  

 

庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで交付の申請のあった庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事

業補助金について、庄内町補助金等の適正化に関する規則第5条第1項の規定により下記の

とおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

1 補助事業等の名称  庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業 

2 交付決定額           円 

3 交付の条件 

(1) 補助金の増又は補助金の10分の3以上の減を伴う変更が生じた場合は、庄内町豚熱

ワクチン接種緊急支援事業変更承認申請書を町長に提出し、その承認を得なければな

らないこと。 

(2) 庄内地区家畜畜産物衛生指導協会が、偽りその他不正の手段により補助金の交付

を受けたとき、又は庄内町補助金等の適正化に関する規則若しくは庄内町豚熱ワクチ

ン接種緊急支援事業補助金交付要綱の規定に違反したときは、この交付の決定の全部

又は一部を取り消し、補助金の返還を命ずる場合があること。 

  



様式第4号（第8条関係） 

 

年  月  日  

 

庄内町長         宛 

 

申請者 住 所 

名 称 

代表者氏名         ㊞  

電 話 

 

庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業実績報告書 

 

     年  月  日付け第  号をもって庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補

助金の交付決定の通知があった庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業について、庄内町補

助金等の適正化に関する規則第13条の規定により、その実績について下記のとおり関係書

類を添付して報告します。 

  

記 

 

1 事業実績 

養豚事業者の 

氏名又は名称 

及び代表者氏名 

農 場 の 

所 在 地 
接 種 期 間 接 種 頭 数 補助金の額 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

   頭 円 

合  計   頭 円 

2 添付書類 

 (1) 庄内家畜保健衛生所長が協会の会長に発行する交付決定年度における豚熱ワクチ

ンの接種頭数を証する書類の写し 

 (2) 町が補助金の交付を決定した日の属する年度に豚熱ワクチン接種を実施した養豚

事業者が、当該接種経費について協会の助成金の交付を受けるために提出した予防的

豚熱予防注射接種助成事業助成金交付申請書の写し 

 (3) その他（                 ） 

  



様式第5号（第9条関係） 

 

年  月  日  

 

庄内町長         宛 

 

申請者 住 所 

名 称 

代表者氏名         ㊞  

電 話 

 

庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金概算払請求書 

 

年  月  日付け第  号をもって交付決定の通知のあった庄内町豚熱

ワクチン接種緊急支援事業補助金について、庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助

金交付要綱第9条第2項の規定により、下記のとおり概算払により交付されるよう請求し

ます。 

 

記 

 

1 交付決定額          円 

2 既受領済額          円 

3 今回請求額          円 

4 概算払を必要とする理由 

 

5 振 込 先 

金融機関名   店 名  

種   目   普通  ・  当座  ・  その他（    ） 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

 

  



様式第6号（第10条関係） 

第     号 

年  月  日  

 

          様 

 

庄内町長         印  

 

庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業補助金交付額確定通知書 

 

年  月  日付けで実績報告のあった庄内町豚熱ワクチン接種緊急支援事業

に対する交付額を下記のとおり確定したので、庄内町補助金等の適正化に関する規則第14

条の規定により通知します。 

 

記 

 

 補助金の確定額           円 

 


